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令和3年2月市議会教育厚生委員会資料

第30号三義条

長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例
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1 条例改正の概要

御改正の趣旨

教育委員会の事務局等に勤務する管理職の学校職員に係る人事評価の結果を人事管理の基

礎として活用することに伴い、当該学校職員に係る勤勉手当の敢扱いを見直したい。

②改正の内容

ア対象者等

部局 所属名

子育て支援謀、こども

みらい課、長崎学研究

所、幼児課(認定こど

も園長崎幼稚園)

同左

・ 1 ・

管理職

人数

生涯学習課、香焼図書

館、学校教育課、健康

教育課

人事評価

教育研究所

2(6)

高島幼稚園

長崎市職員と

同様の取扱い

勤勉手当の取扱い

9 (24)

改IE月1」

2(フ)

長崎商業高等学校

市町村立学

校県費負担

教職員と同

様の取扱い

改正後

0(2)

市町村立学

校県費負担

教職員と同

様の取扱い

区Σコ

合計

長崎市^

回様虫^

3 (49)

市町村立学

校県費負担

教職員と同

様の取扱い

長崎県立の

高.等学校の

職員と同様

の取扱い

16 (88)

今回の改正の対象者

長崎県立の

高等学校の

職員と同様

の取扱い

※()内は、管理職以外の職員も含めた人数

※人数は、令和2年4月1日現在

同左

市
長

事
務
局

教
育
委
員
会

教
育
機
関



イ 勤勉手当について

勤勉・手当

儒料の月額"耕M月額に係る地域手当)※勤勉手当基礎額

十[(給料の月額十給料の月額に係る地域手当) X役職加算剰

③本市における人事評価の実施について

ア人事評価について

任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに

当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価[地方公務員

法(昭和25年法律第261号)]

・ 2 ・

勤勉手当基礎額(蜘

人事評価の種類

・区亙三・区亙^

能力評価

評価項目ごとに定める着眼点に基づ

き、職務遂行の過程において発揮され

た職員の能力を客観的に評価すること

業績評価

定義

イ実施(活用)時期'(予定)

職員があらかじめ設定した業務目標の

難易度及び達成度により、その業務上

の業績を客観的に評価する二と

、

令和2年度(9月~)

時期

令和3年度

令和4年度

評価項目ごとの評価(個別評

語)及び当該評価の総括的な

評価(能力評価全体評語)

※5段階評価

評価方法

令和5年度以降

④ 施行日

令和4年4月1日

管理職

(課長補佐以上)

業務目標ごとの目標達成度に

応じた総括的な評価(業績評

価全体評語)

※5段階評価

試行的運用

平結果の勤勉手当への活用開始

本整凄施

一般職

試行的運用

平結果の勤紬手当への活用開始

杢整室施
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2 新旧対照表

0長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休

暇等に関する条例

現行

(趣旨)

第 1条・〔略]

(定義)

第2条この条例において「学校職員」とは、歌

に掲げる者をいう。

①長崎市立長崎商業高等学校の校長、教頭、

教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講

師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の

5第リ鳳こ規定する短時閻勤務の職を占める

者に限る。吹号において同じ。)及ぴ実習助

手

②~恰)[略]

④長崎市立長崎商業高等学校の事務職員のう

ち教育委員会が別に定める者

⑤第1号及び前号に掲げる者のうち、事務局、

学校以外の教育機関等に勤務を命ぜられたも

の

(平成3年長崎市条例第14号)

0長崎市立学校職員の給与、勤務時問、休日、休

暇等に関する条例

改正案

(趣旨)

第1条印制

(定義)

第2条この条例に蜘いて「学校職員」とは、汰

に掲げる者をいう。

①長崎市立長崎商業高等学校の校長、教頭、

教諭、.助教諭、養護教諭、養護助教瑜、講

師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の

5第1項に規定する短時問勤務の職を占める

者に限る。炊号において同じ。)及び実習助

手

②~侶)[略]

④長崎市立長崎商業高等学校の事務職員のう

ち教育委員会が別に定める者

⑤第1号及び前号に卿ナる者のうち、事務局、

学校以外の教育機関等に勤務を命ぜられたも

0)

(平成3年長崎市条例第H号)

2 印胡

(支ネ創

第3条印都

(学校に勤務する学校職員の給料等)

第4条印初

2 第2条第1項第2号及び第3・号に掲げる学校

職員に支給する給料等及ぴ義務教育等教員特別

乎当は、市町村立学校県賓負担教職員の給与等

に関する条例(昭和訟年長崎県条例第46丹。以下

「市町村立学校敏職員給与等条例」という。)の

規定を準用するものとし、その学校職員に適用

される給料表、職務の級及び号給並びにその者

2 [略]

(支ネ剖

第3条[N胡

(学校に勤務する学校職員の給料等)

第4条印釦

2 第2条第1項第2号及び第3・牙に掲げる学校

職員に支給する給料等及び義務教育等教員特別

手当は、市町村立学校県費負担教職員の給与等

に関する条例(昭和32年長崎県条例第46号・。以下

「市町村立学校教職員給与等条例」という。)の

規定を準用するものとし、その学校職員に適用

される給料表、職務の級及び号給並びにその者

・ 3 ・



の管理職手当及び管理職員特別勤務乎当の額並

びにその者の義務教育等教員特別手当の額は、

市長又は教育委員会が別に定める。

(事務局等に勤務する学校職員の給料等)

第5条第2条第1項第5号に掲げる学佼職員に

支給する給料等(管理職手当及び管理職員特別

勤務手当を除く。)は、市町村立学校教職員給

可・等条例又は職員の給ぢ,に関する条例印召和詑

年・長崎県条佛第45号)の規定を準用するものと

し、その学校職員に適用される給料表、職務の

級及び号給は、教育委員会が別に定める。

現 1テ

の管理職手当及び管理職員特別勤務乎当の額並

びにその者の義務教育等教員特別手当の額は、

市長又は教育委員会が刎に定める。

(事務局等に勤務する学校職員の給料等)

2 第2条第1項第5号に掲げる学校職.員に支給

する管理職手当、時問外勤務手当、休狩勤務手

当、夜間勤務手当及ぴ管理職員特別勤務手当

は、本市の職員の例による。

改正案

第5条第2条第1項第5号に掲げる学校職員に

支給する給料等(同号に掲げる者のうち教*委

員会が別に定めるものに係る勤勉手当並びに同

第6条~第13条

号に掲げる者に係る管理職手当及び管理職員特

刎勤務乎当を除く。)は、市町村立学校緻職員

給与等条例又は職員の綸与に関する条例(昭和

32年長崎県条例第45号)の規定を準用するもの

とし、その学校職員に適用される給料表、職務

の級及び・号給は、教育委員会が別に定める。

2、第2条第1.項第5号に掲げる学校職員に支給

、

、

印制

する勤勉手当(教*委・会が別に定める者に係

る、のに艮る)管理職手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員

特別勤務手当は、本市の職員の例による。

第6条~第13条[1略]

・ 4 ・
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